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>>>我が国の財政の現状 

 

(1)平成 18 年度歳入歳出の内訳 
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(2)国及び地方の長期債務残高 

 平成 18 年度末の国及び地方の長期財務残高（公債残高、借入金残高等の国の長期債務と

地方の債務残高とを合計したもの）は 775 兆円程度に上ると見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 

1.ＧＤＰは、17 年度は実績見込み、18 年度は政府見通し。 

2.平成 18 年度末見込みの残高は、財政融資資金特別会計の金利変動準備金からの繰入（12

兆円）を見込んだ額。 

3.17、18 年度の( )書きは翌年度借換のための前倒債限度額を除いた計数。 

4.このほか 18 年度末の財政融資資金特別会計国債残高は 141 兆円程度。 
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(3)債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比） 

 一般政府の債務残高の対ＧＤＰ比を見ても、他の主要先進国は着実に財政の健全化を進

めた結果、横ばい又は減少する傾向にありますが、日本は急速に悪化しており、主要先進

国中最悪の水準となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本資料はエコノミック・アウトルック 78 号による 2005 年 12 月時点のデータを用い

ており、平成 18 年度予算の内容を反映しているのもではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：ＯＥＣＤ/エコノミック・アウトルック（78 号（2005 年 12 月））。計数はＳＮＡベ

ース、一般政府。 
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(4)国民負担率の国際比較 

 国民所得に対する租税負担と社会保障負担の割合の合計を国民負担率と呼んでいます。 

現在、我が国の国民負担率は、主要先進諸国と比べると低い水準にありますが、これは現

在の世代が受益に応じた負担を行わず、財政赤字という形でその負担を将来世代へ先送り

しているためです。 

 我が国の国民負担率は、高齢化の進展に伴い、現行制度を前提とすれば今後とも上昇し

ていくことが見込まれます。 

 

[国民負担率＝租税負担率＋社会保障負担率] 

[潜在的な国民負担率＝国民負担率＋財政赤字対国民所得比] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

1.日本は 2006 年度（平成 18 年度）見通し。諸外国は 2003 年実績。 

2.財政赤字の国民所得比は、日本及びアメリカについては一般政府から社会保障基金を除

いたベース、その他の国は一般政府ベースである。 

3.日本の財政赤字は財政融資資金特別会計から国際整理基金特別会計へ繰入れ（12.0兆円）

を除いた数値。 

【諸外国出典】“National Accounts”（ＯＥＣＤ）、“Revenue Statistics”（ＯＥＣＤ）等 
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(5)財政赤字の問題点 

 財政赤字の累積が、中長期的に経済成長の阻害要因となることについては、世界の共通

認識となっています。我が国においても、将来、高齢化がさらに進んでいくに従い、財政

赤字の弊害が、活力ある経済・社会の実現に大きな足枷になると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※財政制度等審議会 資料 
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>>>各年度別税制改正の経緯 

 

(1)平成 18 年度税制改正（内国税関係）による増減収見込額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

1.平成 18 年度の所得贈与税による税源移譲額は、30,090 億円（平成 17 年度分 11,160 億

円と平成 18 年度追加分 18,930 億円の合計）です。 

2.上記の計数については、10 億円未満四捨五入によっています。 
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(2)平成 17 年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額 

 

（単位：億円）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

1.上表の計数については、10 億円未満四捨五入によっています。 

2.平成 17 年度の所得譲与税による交付税及び譲与税配付金特別会計への組入見込額は、

11,159 億円（平成 16 年度譲与分 4,249 億円と平成 17 年度追加分 6,910 億円の合計）で

す。 
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(3)平成 16 年度税制改正による増減収見込額 

（単位：億円）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1.上表の計数においては、10 億円未満四捨五入によっている。 

 2.住宅ローン減税の見直しによる平年度減収額は、平成 16 年から 20 年までの居住分に

ついて改正後の制度を適用した場合の減収額の平均と改正前の制度（16 年中に居住の

用に供する場合に適用される制度）を適用した場合の減収額との差額を計上している。 

 3.所得譲与税の創設に伴う交付税及び譲与税配付金特別会計の増収額は4,249億円である。 

参考：上記のほか、平成 15 年度税制改正により、平成 16 年度においても国・地方合わせ

て 1.5 兆円程度の減税が継続します。 
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(4)平成 19 年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額 

（単位：億円） 

改正事項 
初年度 
（平成 19 年度増

減収見込額） 

平年度 
（注１）

1. 減価償却制度 

2. 中小企業関係税制 

 （1）特定同族会社の留保金課税制度の見直し 

 （2）特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し

3. 住宅税制 

 （1）税源移譲に対応した住宅ローン減税の特例の創設 

 （2）住宅のバリアフリー改修促進税制の創設 

 （3）住宅金融支援機構の抵当権設定登記に対する措置 

4.その他 

 （1）寄附金税制等 

  ①寄附金控除の控除対象限度額の引上げ 

  ②地域産業活性化支援税制の創設 

  ③電子政府を推進するための税制の創設 

  ④農業経営基盤強化準備金制度の創設 

  ⑤事業革新設備の特別償却制度の見直し 

 （2）その他租税特別措置の廃止・延長等 

△ 4,020 

 

△  80 

△  40 

 

＋  50 

△   0 

＋  20 

 

 

△  10 

△  30 

△   0 

△  20 

△  20 

＋  70 

△5,110（注 2）

 

△ 270 

△ 130 

 

△ 620（注 3）

△  50（注 3）

＋  20 

 

 

△  20 

△  40 

△  30 

△  20 

△  20 

＋ 100 

合  計 △ 4,080 △6,190 

 

（注 1）平年度は、改正後の制度が全ての対象者に１年を通じて適用された場合の増減収

額である。 

（注 2）減価償却制度の見直しについては、除却される事業年度までの期間全体を通じた

増減収額はゼロとなる。 

（注 3）住宅ローン減税及び住宅のバリアフリー改修促進税制の平年度減収額は、適用対

象となる平成 19 年及び 20 年居住分について、控除が行われる期間全体にわたる

減収額の合計の平均額を計上している。 

 

 

 

 



平成 19 年度税制改正 

企業経営情報レポート 10

 

 

 

 

>>>中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃（法人税） 

 地域の経済と雇用の大宗を支える中小企業の活性化が喫緊の課題です。発展を目指す中

小企業にとっては、設備投資・研究開発等を行うための資金の確保や信用力向上等を図る

ために利益の内部留保が必要不可欠であり、留保金課税は中小企業の発展の阻害要因です。

このため、中小企業を留保金課税の適用対象から除外します。 

 

＜改正の概要＞ 

対象法人：同族関係１グループで株式等 50％超保有 

 

［現行制度］ 

留保控除（以下の最も多い額） 

 ①所得基準：所得等×50％（大企業は所得等×40％） 

 ②定額基準：2000 万円 

 ③積立金基準：資本金×25％－利益積立金 

 ④自己資本比率基準：自己資本比率 30％到達までの額（中小法人のみ） 

不適用措置 

 ①中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業 

 

［改正後］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
［改正の効果］ 

 留保金課税の適用対象から除外することにより、中小企業にとって不可欠な内部留保の

充実が図れる。 

中小企業の経営基盤の強化 ２ 

※税額＝[所得等－（法人税等＋支払配当）－留保控除]×税率（10～20％） 
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>>>中小企業地域資源活用促進法（仮称）に基づく税制措置（法人税、所得税） 

 地域の強みを活かした中小企業の事業活動を促進するため、中小企業地域資源活用促進

法（仮称）に基づき、特色のある産地技術、農林水産品、観光資源等の地域資源を活用し

て、新たな商品・サービスの開発・提供を行う中小企業に対し、事業の立ち上げ・拡大に

向けた設備投資を支援する税制措置を創設する。 

 

＜改正の概要＞ 

・各地域には、地域経済活性化の核となりうる有望な資源がありながら、その活用が十分

なされていない。 

・その大きな要因は、地域資源の担い手である中小企業が市場と直結した商品開発や事業

化ができていないこと。 

 

 

「中小企業地域資源活用プログラム」を創設し、新法に基づき中小企業による地域資

源を活用した事業展開を強力に支援する。 

 ・地域資源を活用した新商品・新サービスを開発・提供するための設備投資に対す

る税制措置の創設（７％の税額控除又は 30％の特別償却） 

 ・マーケット開発のための資金等に対する支援（予算措置） 

 ・マーケットに精通した優れた人材によるハンズオン支援（予算措置）等 

 

＜地域の水産資源を活用した新商品の開発・提供（目指すべき成功例）＞ 

Ａ社（北海道留萌市） 

 ・肌の保水剤等として有用なコラーゲンを水産廃棄物である鮭皮より抽出・精製する技

術を、大学、公設試と共同で研究し実用化。化粧品、食品、試薬品等向けに加工販売

し、約 80 社と取引を実施。高いシェアを確保。 
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＜中小企業地域資源活用促進法（仮）のスキーム（案）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［改正の効果］ 

 設備投資を促進することにより、中小企業による地域資源を活用した新商品や新サービ

スの開発・事業化を後押しする。 
 

 

>>>減価償却制度の抜本的見直し（法人税、所得税、住民税、事業税） 

 減価償却制度について、国際的なイコールフッティングを確保し、イノベーションの加

速化により、企業の国際競争力・我が国経済の成長力を強化するため、償却に要する年数

を諸外国（欧米・韓国等）に劣らないものとする抜本的な見直しを行う（大正７年の制度

創設以来の大改革。約 40 年ぶりの大改正）。 

 

＜改正の概要＞ 

①今後新規に取得する設備について、現行の法定年数経過時点の「残存価額」を撤廃（10％

→０％）し、法定年数経過時点で全額（100％）まで償却可能な制度とする。（250％定率

法の導入） 

 

基本方針の策定 

地域産業資源の指定 

中小企業の地域資源活用事業計画を認定 

地域産業資源を活用して新商品開発等を行う計画

支援措置 

都道府県 
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250％定率法とは、まず、定額法の償却率（100％/法定耐用年数）を 2.5 倍（250％）

した率を償却率とする定率法により償却費を計算し、この償却費が、法定耐用年数か

ら経過年数を控除した期間内にその時の帳簿価額を定額法で全額償却すると仮定して

計算した償却額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて、備忘価

額まで償却する方法をいう。 

 

②「償却可能限度額」（取得価額の 95％）を撤廃する。 

 （現行制度では設備を償却しない限り、償却可能限度額 95％までしか償却できない。 

  →95％まで償却が進んだ設備については、事後５年間で全額（100％）まで均等償却可

能とする。） 

 

(注)上記の他、技術進歩が著しいＩＴ分野の特定設備の法定耐用年数を短縮化する。

 ・フラットパネルディスプレイ製造設備  10 年→５年に短縮 

 ・半導体用フォトレジスト製造設備    ８年→５年に短縮 

 ・フラットパネル用フィルム材料製造設備 10 年→５年に短縮 

 

運用面での改善 

 このほか、法定耐用年数の短縮特例に関し、納税者の利便性向上のため、汎用性を有し、

他の納税者においても耐用年数の短縮に関する承認申請を行うことが予想されるような資

産について、国税庁より承認事例の公表を行う。 

 

［改正の効果］ 

 設備投資の費用の早期回収（償却）が可能となるため、新規設備投資が促進され、生産

性が向上。 

 

 

>>>中小企業等基盤強化税制の延長（法人税、所得税） 

 中小小売業者等の経営基盤の強化を通じ、中小小売業等の高度化・高付加価値を図るた

め、中小企業等基盤強化税制を延長する。 

 

＜改正の概要＞ 

[現 行] 

 中小卸・小売・特定のサービス業者の取得する機械・装置及び器具・備品について、

特別償却（初年度 30％）又は税額控除（７％）を講じている。 

 また、中小企業新事業活動促進法に係る要件（経営革新等）を満たした企業の取得

する機械・装置についても、同様の措置を講じている。 
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 ＊中小企業新事業活動促進法に係る要件を満たした場合は、いずれの業種でも適用

可能となり、資本金１億円以下の要件が製造業等で３億円以下まで緩和される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［改正の効果］ 

 設備投資を促進することにより、中小小売業等の高度化・高付加価値化を図るとともに、

新たな取り組みを行おうとする中小企業の後押しを図る。 

適用期限を２年間延長（平成 21 年３月 31 日まで） 
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>>>相続時精算課税制度の拡充（相続税、贈与税） 

 中小企業の事業承継の円滑化のためには、早い段階から計画的な取組が不可欠です。こ

のため、早期の計画的な事業承継を促進する観点から、現行の相続時精算課税制度では対

象とならない 60 歳以上の中小オーナー経営者が、後継者である子供（代表者となる場合等

に限る）に自社株式を贈与する場合の特例を創設する。 

 

＜改正の概要＞ 

[贈与時] 

 ・申告を前提に、65 歳以上の親から 20 歳以上の子への贈与につき、2,500 万円の非課税

枠（限度額まで複数回使用可）、これを超える部分については税率一律 20％で課税。 

 

（特定非上場株式贈与特例の創設） 

⇒ 中小オーナー経営者が、自社株式を後継者である子供（代表者となる場合に限る）

に贈与する場合、贈与者の年齢要件を 60 歳に引き上げ、非課税枠を 3,000 万円に

引き上げる。 

 ※発行済株式等の総額が 20億円未満の会社が対象。受贈者が代表者かつ株式等 50％

超保有となることが条件で、特例選択後４年経過時点で判断。 

 

[相続時] 

 ・贈与時の時価で贈与財産を相続財産と合算して相続税額を計算し、精算する。 

 

＜3,500 万円の生前贈与を受けた場合＞ 

 

 

 

 

(注 1)5000 万円＋1000 万円×法定相続人数 

(注 2)10～50％の累進税率（３億円超で 50％） 

 

［改正の効果］ 

 特例の創設により、早期の計画的な取組が促進され、事業承継の円滑化が図られる。 

中小企業の事業承継の円滑化 ３ 
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>>>種類株式の評価方法の明確化（相続税） 

 会社法の下で活用の幅が広がった種類株式は、中小企業の事業承継においても活用が期

待されているが、相続税法上の評価方法が不明確で活用が進まないとの指摘がある。そこ

で、中小企業の事業承継において活用が期待される典型的な種類株式について、その評価

方法を明確化する。 

 

＜概 要＞ 

 種類株式（以下三類型）の相続税法上の評価方法を、以下のとおり明確化する（国税庁

より年度内公表予定）。 

 

(1)配当優先の無議決権株式 

 普通株式と同様に評価することが原則（純資産価額方式の場合には配当優先の度合いに

関わらず普通株式と同額評価）。ただし、相続時の納税者の選択により、相続人全体の相

続税評価総額が不変という前提※で、議決権がない点を考慮し、無議決権株式について

普通株式評価額から５％を評価減することも可能とする。 

  ※無議決権株式の評価減分を議決権株式に加算 

 

(2)社債類似株式（一定期間後に償還される特定の無議決権＋配当優先株式） 

 以下の条件を満たす社債に類似した特色を有する種類株式は、社債に準じた評価（発行

価額と配当に基づく評価）を行う。 

 ①優先配当 

 ②無議決権 

 ③一定期間後に発行会社が発行価額で取得 

 ④残余財産分配は発行価額を上限 

 ⑤普通株式への転換権なし 

 

 

 

 

 

(3)拒否権付株式 

 拒否権付株式（普通株式＋拒否権）は、普通株式と同様に評価する。 

 

 

 

典型的活用方法（経営権集中と財産分配の両立） 
 財産の大半が自社株式である中小オーナー経営者が、後継者に経営権を集中させたいが、複数

の相続人がいる場合 

→(1)又は(2)を発行し、無議決権株式を非後継者に相続、普通株式（議決権有）を後継者に相続

典型的活用方法 
 中小オーナー経営者が、承継後の経営安定のため、一定期間は後継者の独断専行経営を防げる

形にしておきたい場合 

→拒否権付株式を発行・保有し、後継者への権限委譲後一定期間は保有 
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［改正の効果］ 

 評価方法明確化により予測可能性が高まり、種類株式の活用が大いに促進され、事業承

継の円滑化に資する。 

 

 

>>>非上場株式に係る事業承継税制の見直し（相続税、贈与税） 

＜平成 19 年度税制改正大綱「検討事項」より抜粋＞ 

 事業の将来性、後継者不足、相続人間の遺産分割や遺留分、相続税の問題など、日

本経済を支えるべき中小企業の事業承継には様々な課題があり、その解決を図ること

は、雇用の確保や地域の経済活力維持の観点からも重要である。 

 こうした観点から、中小企業の事業承継の実態を見極めつつ、事業承継の円滑化を

支援するための枠組みを総合的に検討する。その際、非上場株式等に係る税制面の措

置については、既存の特例措置も含め、課税の公平性に留意して、相続・贈与税制全

体の在り方とともに、幅広く検討する。 

 

＜現 状＞ 

 ・非上場企業のオーナー経営者に相続が発生した場合の株式評価は、企業規模が大きけ

れば上場会社との比較、小さければ純資産額（資産－負債）を基準に行われる（少数

株主は、配当を基準にした評価）。 

 ・相続税負担が問題になる多くのケースでは、上場会社との比較による評価が用いられ

ているが、市場性のなさ等を理由に、上場会社との比較で算出した株価から３～５割

の減額がなされている。 

 ・後継者が相続で取得する株式については、上記評価に対して、さらに 10％の評価減が

行われる。 

⇒ 
特に高収益の中小企業の株式は高く評価される傾向にあり、欧米に比して軽減

措置も十分でないことから、親族内で事業を承継する場合に大きな障害 

 

＜事業用資産に係る相続税の軽減措置の欧米諸国との比較＞ 

 日 本 イギリス ドイツ フランス アメリカ 

事業用資産に
係る相続税の
軽減措置 

非上場株式： 
  10％軽減 
事業用宅地： 
  80％軽減 

事業用資産 
  100％減 
※同族会社の事業

用の土地につい

ては 50％減 

事業用資産 
  35％軽減 
（22.5 万ユーロ
控除後） 

事業用資産 
  75％軽減 

事業用資産 
  130万ドルま
で非課税 

非上場株式に
係る主な要件 

申告期限まで保
有し、かつ、役員
であること 

相続前２年間の
資産保有、相続後
の継続要件なし

相続後５年間継
続保有 

相続後６年間継
続保有、５年以上
事業に従事 

相続後 10 年間の
うち５年以上事
業に従事 
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>>>特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し（法人税） 

 平成 18 年度税制改正において、個人で事業を行っている者の節税目的の法人設立を抑制

する観点から、実質一人会社（特殊支配同族会社）の役員給与について、損金算入制限措

置が導入された。中小零細企業への配慮から適用除外措置も設けられたが、中小企業の活

性化の観点から、適用除外基準を引き上げ、従前の２倍の 1,600 万円にする等の見直しを

行う。 

 

＜改正の概要＞ 

[対象法人] 

同族関係者（同一内容の議決権行使に同意している者を含む）１グループで株式等90％

以上を保有、かつ、常務に従事する役員のうち同族関係者が過半数 

 

[損金算入制限措置] 

オーナー役員（業務主宰役員）給与につき、個人段階で利用可能な給与所得控除相当

分だけ法人段階で損金不算入 

 

⇒ 
「業務主宰役員」「常務に従事する役員」の定義、持株等による判定における

「同一内容の議決権行使に同意している者」について国税局通達等で明確化 

 

[適用除外] 

①基準所得（課税所得＋オーナー役員給与）800 万円以下 

 ⇒ ①基準所得（課税所得＋オーナー役員給与）1,600 万円以下 
   （平成 19 年度から） 

 

②基準所得（課税所得＋オーナー役員給与）が 3,000 万円以下、かつ、オーナー役員

給与が基準所得の 1/2 以下 

 

 

 

 

中小企業へのその他の支援 ４ 
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>>>中小企業金融の円滑化 

 

■商工中金に係る政策金融改革に伴う所要の税制措置（登録免許税、事業税等） 

＜概 要＞ 

 商工中金の株式会社への移行時に係る登記に関する登録免許税の非課税措置を講ず

るとともに、新商工中金の移行期間中、新商工中金を利用する中小企業者が設定す

る抵当権の設定登記等に係る登録免許税の軽減措置と商工中金に対する事業税（資

本割）の軽減措置等を講ずる。 

＜効 果＞ 

 中小企業の資金調達コストを軽減するとともに、商工中金の移行期間中の負担を軽

減することで、中小企業金融の円滑化に寄与する。 

 

（参考）移行期間中の軽減税率 

 H20/10～

H21/3 
～H22/3 ～H23/3 ～H24/3 ～H25/3 

H25/4～ 

完全民営化時点等 

抵当権設定登記

等に係る登録免

許税の軽減税率 

2/1000 3/1000 

事業税資本割の

控除率 
9/10 4/5 3/5 2/5 1/5 － 
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■中小公庫に係る政策金融改革に伴う所要の税制措置（所得税、法人税等） 

＜概 要＞ 

 中小公庫等を統合して設立される新政策金融機関に対する課税の取扱について、統

合される現行の政策金融機関と同様の措置を講ずるとともに、新政策金融機関の権

利承継に伴う非課税措置を創設する。 

＜効 果＞ 

 中小企業の資金調達コストを軽減し、中小金融の円滑化に寄与する。 

 

■商工中金及び信用保証協会の抵当権設定登記の軽減措置の延長（登録免許税） 

＜概 要＞ 

 商工組合中央金庫、信用保証協会に抵当権設定の登記等に伴う登録免許税の軽減措

置の適用期限を、商工中金については、1.5 年延長（20 年９月末まで）、信用保証協

会については、２年間延長。 

＜効 果＞ 

 中小企業の資金調達コストを軽減し、中小企業金融の円滑化に寄与する。 

 

 

>>>中小企業組合への支援 

 

■事業協同組合等の留保所得に関する特別控除制度の延長（法人税） 

＜概 要＞ 

 事業協同組合等の各事業年度における留保所得について、32％相当額の損金算入を

認めている特別控除制度を２年間延長する。 

＜効 果＞ 

 財務基盤が脆弱な事業協同組合等の内部留保の充実が図られ、事業協同組合等の経

営基盤の強化に寄与する。 

 

■中小企業等の貸倒引当金に関する特例措置の延長（法人税） 

＜概 要＞ 

 事業協同組合等が行う貸倒引当金の繰入れについて、通常の繰入限度額の 16％分を

割り増して損金算入を認めている特例措置を２年間延長する。 

＜効 果＞ 

 財務基盤が脆弱な事業協同組合等の貸倒引当金の充実が図られ、事業協同組合等の

経営基盤の強化に寄与する。 
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■保険会社等の異常危険準備金に関する特例措置の延長（法人税） 

＜概 要＞ 

 火災共済協同組合等が異常危険準備金を積み立てる場合、正味収入共済掛金の５％

（通常は 2.5％）まで損金算入を認めている特例措置を３年間延長する。 

＜効 果＞ 

 財務基盤の脆弱な火災共済協同組合等の異常危険準備金の充実が図られ、火災共済

協同組合等の経営基盤の強化に寄与する。 

 

■事業協同組合等が行う共済事業の生命保険料控除制度等の適用対象への追加（所得税、

法人税、相続税） 

＜概 要＞ 

 法律改正により、事業協同組合等における共済事業の健全性を確保するための措置

が導入されたことから、事業協同組合等が大規模に行う共済事業を生命保険料控除

制度等の対象とする。 

＜効 果＞ 

 中小企業者による共済事業の利用が促進され、共済事業の安定的な運営に寄与する。

 

 


